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(57)【要約】
【課題】予測精度、経済性に優れた運転スケジュールを
設定可能な給湯装置制御システムを提供すること。
【解決手段】給湯装置３１における沸き上げ消費電力量
の実績値を求める給湯消費電力量算出部５２ａと、負荷
群３の単位時間ごとの予測消費電力量を求める消費電力
量予測部６１と、太陽電池パネル１の単位時間ごとの予
測発電電力量を求める発電電力量予測部６２と、予測発
電電力量と予測消費電力量とから予測余剰発電電力量を
求める余剰電力量予測部６３と、過去の沸き上げ消費電
力量と過去の予測余剰電力量との比較と、過去の沸き上
げ消費電力量と過去の余剰電力量の実績値との比較とに
基づいて、過去の時間帯別の予測精度および経済性の評
価を行う評価部６５ａと、評価部６５ａの評価結果と予
測余剰電力量と沸き上げ消費電力量とに基づいて、給湯
装置３１の運転スケジュールを設定する運転計画部６５
と、を備える給湯装置制御システムとした。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力を使用して貯湯可能な給湯装置を含む電力負荷と、
　太陽光を電力に変換して発電を行う太陽光発電装置と、
　前記電力負荷の消費電力量および前記太陽光発電装置の発電電力量の計測を行う計測装
置と、
　前記給湯装置における過去の消費電力量に基づいて、単位時間あたりの沸き上げに用い
る消費電力量である沸き上げ消費電力量の実績値を求める給湯消費電力量算出部と、
　前記電力負荷の単位時間ごとの予測消費電力量を、過去の消費電力量に基づいて求める
消費電力量予測部と、
　前記太陽光発電装置の単位時間ごとの予測発電電力量を、気象予報データと、過去の発
電電力量データおよび気象実績データとに基づいて求める発電電力量予測部と、
　前記予測発電電力量と前記予測消費電力量とから予測余剰発電電力量を求める余剰電力
量予測部と、
　過去の前記沸き上げ消費電力量と過去の前記予測余剰電力量との比較と、過去の前記沸
き上げ消費電力量と過去の前記余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較
に基づいて、過去の時間帯別の予測精度および経済性の評価を行う評価部と、
　前記評価部の評価結果と前記予測余剰電力量と前記沸き上げ消費電力量とに基づいて、
前記給湯装置の運転スケジュールを設定する運転スケジュール設定部と、
を備える給湯装置制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の給湯装置制御システムにおいて、
　前記運転スケジュール設定部は、前記予測余剰電力量が、前記沸き上げ消費電力量を上
回る時間帯であって、前記評価部による評価が高評価である時間帯に沸き上げ運転を行う
ように運転スケジュールを設定する給湯装置制御システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の給湯装置制御システムにおいて、
　前記運転スケジュール設定部は、前記予測余剰電力量による沸き上げ運転を行う時間が
不足する場合は、電気料金が相対的に安価な時間帯に外部の系統電力網の電力を用いて沸
き上げ運転を行うよう運転スケジュールを設定する給湯装置制御システム。
【請求項４】
　請求項２または請求項３に記載の給湯装置制御システムにおいて、
　前記評価部は、前記沸き上げ消費電力量に基づく閾値が設定され、
前記余剰電力量の実績値が前記閾値以上の時間帯を高評価時間帯とする一方、前記余剰電
力量の実績値が前記閾値未満の時間帯を低評価時間帯とする給湯装置制御システム。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれか１項に記載の給湯装置制御システムにおいて、
　前記評価部は、前記沸き上げ消費電力量に基づく閾値が設定され、
　前記評価部は、過去の前記予測余剰電力量が前記閾値以上の時間帯を高評価時間帯とす
る一方、過去の前記予測余剰電力量が前記閾値未満の時間帯を低評価時間帯とする給湯装
置制御システム。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載の給湯装置制御システムにおいて、
　前記発電電力量予測部は、前記太陽光発電装置の単位時間ごとの発電電力量の実績値と
、過去の気象データとの関係に基づく回帰式を有し、この回帰式に前記気象予報データを
入力して前記単位時間ごとの予測発電電力量を求める給湯装置制御システム。
【請求項７】
　電力を使用して貯湯可能な給湯装置を含む電力負荷と、
　太陽光を電力に変換して発電を行う太陽光発電装置と、
　前記電力負荷の消費電力量および前記太陽光発電装置の発電電力量の計測を行う計測装
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置と、
を備えた建物における給湯装置制御方法であって、
　前記給湯装置における過去の消費電力量に基づいて、単位時間あたりの沸き上げに用い
る消費電力量である沸き上げ消費電力量の実績値を求め、
　前記電力負荷の単位時間ごとの消費電力量を、過去の消費電力量に基づいて予測し、
前記太陽光発電装置の単位時間ごとの発電電力量を、気象予報データと、過去の発電電力
量データおよび気象実績データとに基づいて予測し、
　過去の前記沸き上げ消費電力量と過去の前記予測余剰電力量との比較と、過去の前記沸
き上げ消費電力量と過去の前記余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較
に基づいて、過去の時間帯別の予測精度および経済性の評価を行い、
　この評価結果と前記予測余剰電力量と前記沸き上げ消費電力量とに基づいて、前記給湯
装置の運転スケジュールを設定する給湯装置制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給湯装置制御システムおよび給湯装置制御方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発電装置および給湯装置を備えた１あるいは複数の住宅において、発電電力量お
よび消費電力量を予測し、両者の差分である予測余剰電力量を求め、給湯装置の沸き上げ
運転を、余剰電力により行うか、電気料金が安価な深夜電力により行うかの運転スケジュ
ールを計画する装置が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許５８２３０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、予測発電電力量および予測消費電力量は、あくまで予測であり、実際の
値が異なる場合がある。例えば、実際の天候が予報と異なった場合、実際の発電電力量が
予測発電電力量と異なることとなる。また、住人の生活パターンが変化すると消費電力量
も、過去の値から異なることとなり、これに基づく予測値と異なることになる。そして、
このように、実際の発電電力量および消費電力量値（以下、これを実績値という）が、予
測値と異なる場合には、余剰電力量の実績値も予測余剰電力量と異なることになる。
  このように余剰電力量の実績値が予測余剰電力量と異なると、沸き上げ運転を実行した
際に、必要な電力量が不足して買電が必要となる場合があり、この場合、経済性の悪化を
招く。
【０００５】
　本発明は、上述の問題点に着目して成されたもので、余剰電力量の予測精度の向上を図
るとともに、経済性にも優れた運転スケジュールを設定可能な給湯装置制御システムおよ
び給湯装置制御方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するために、本発明の給湯装置制御システムは、
電力を使用して貯湯可能な給湯装置を含む電力負荷と、
太陽光を電力に変換して発電を行う太陽光発電装置と、
前記電力負荷の消費電力量および前記太陽光発電装置の発電電力量の計測を行う計測装置
と、
前記給湯装置における過去の消費電力量に基づいて、単位時間あたりの沸き上げに用いる
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消費電力量である沸き上げ消費電力量の実績値を求める給湯消費電力量算出部と、
前記電力負荷の単位時間ごとの消費電力量を、過去の消費電力量に基づいて予測する消費
電力量予測部と、
前記太陽光発電装置の単位時間ごとの発電電力量を、気象予報データと、過去の発電電力
量データおよび気象実績データとに基づいて予測する発電電力量予測部と、
前記予測した発電電力量と前記予測した消費電力量とから、予測余剰発電電力量を求める
余剰電力量予測部と、
過去の前記沸き上げ消費電力量と過去の前記予測余剰電力量との比較と、過去の前記沸き
上げ消費電力量と過去の前記余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較に
基づいて、過去の時間帯別の予測精度および経済性の評価を行う評価部と、
前記評価部の評価結果と前記予測余剰電力量と前記沸き上げ消費電力量とに基づいて、前
記給湯装置の運転スケジュールを設定する運転スケジュール設定部と、
を備える給湯装置制御システムとした。
【０００７】
　また、前記目的を達成するために、本発明の給湯装置制御方法は、
電力を使用して貯湯可能な給湯装置を含む電力負荷と、
太陽光を電力に変換して発電を行う太陽光発電装置と、
前記電力負荷の消費電力量および前記太陽光発電装置の発電電力量の計測を行う計測装置
と、
を備えた建物における給湯装置制御方法であって、
前記給湯装置における過去の消費電力量に基づいて、単位時間あたりの沸き上げに用いる
消費電力量である沸き上げ消費電力量の実績値を求め、
前記電力負荷の単位時間ごとの消費電力量を、過去の消費電力量に基づいて予測し、
前記太陽光発電装置の単位時間ごとの発電電力量を、気象予報データと、過去の発電電力
量データおよび気象実績データとに基づいて予測し、
前記予測した発電電力量と前記予測した消費電力量とから、予測余剰発電電力量を求め、
過去の前記沸き上げ消費電力量と過去の前記予測余剰電力量との比較と、過去の前記沸き
上げ消費電力量と過去の前記余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較に
基づいて、過去の時間帯別の予測精度および経済性の評価を行い、
前記評価部の評価結果と前記予測余剰電力量と前記沸き上げ消費電力量とに基づいて、前
記給湯装置の運転スケジュールを設定する給湯装置制御方法とした。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、過去の沸き上げ消費電力量と予測余剰電力量との比較と、過去の沸き上げ
消費電力量と余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較に基づいて、過去
の時間帯別の予測精度および経済性の評価を行い、この評価に基づいて給湯装置の運転ス
ケジュールを設定する。
  したがって、過去の予測精度および経済性の評価を行うことなく、単に、沸き上げ消費
電力量と予測余剰電力量とに基づいて沸き上げ運転の運転スケジュールを設定するものと
比較して、予測精度および経済性を高めることができる。
  これにより、経済性に優れた運転スケジュールを設定可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１の給湯装置制御システムの全体構成を模式的に示す全体シ
ステム図である。
【図２】実施の形態１の給湯装置制御システムをブロック図である。
【図３】実施の形態１の給湯装置制御システムにおける評価部による評価処理の流れを示
すフローチャートである。
【図４】実施の形態１の給湯装置制御システムにおける評価部の評価の一例を示すととも
に、この評価に基づく沸き上げ運転を実行する時間帯を示す説明図である。
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【図５】実施の形態１の給湯装置制御システムにおける評価部による「高評価時間帯」お
よび「低評価時間帯」の評価と、閾値、予測余剰電力量、余剰電力量の実績値との関係を
説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
（実施の形態１）
  まず、図１を参照しながら実施の形態１の給湯装置制御システムの全体構成について説
明する。この給湯装置制御システムは、制御される建物としての住宅Ｈ１，Ｈ２，Ｈ３，
・・・，ＨＸは、電力会社の発電所や地域ごとに設置されたコジェネレーション設備など
の系統電力網から電力の供給を受けるための電力網である系統電力網Ｅに接続されている
。なお、以下の説明において、住宅Ｈ１，・・・，ＨＸのうちの特定のものを指さない場
合は、単に住宅Ｈと表記する。
【００１１】
　また、各住宅Ｈは、太陽光発電装置としての太陽電池パネル１と、電力を一時的に蓄え
ておく蓄電装置２と、パワーコンディショナＰＣと、コントローラＣＬとを備えている。
なお、各住宅Ｈは同様の構成とし、図において住宅ＨＸを代表として、その構成を詳細に
示す。
  住宅Ｈは、負荷群３を有する。この負荷群３は、電力を消費して作動する複数の電力負
荷を有する。この電力負荷としては、図２に示すように、少なくとも給湯装置３１および
空調装置３２を有し、さらに、照明スタンドやシーリングライトなどの照明装置（不図示
）、冷蔵庫やテレビなどの家電装置（不図示）などが含まれる。
【００１２】
　また、負荷群３へは、外部の系統電力網Ｅから分電盤２０を介して供給可能となってい
る。一方、太陽電池パネル１あるいは蓄電装置２からパワーコンディショナＰＣを介して
供給された交流電力は、分電盤２０を介して、負荷群３に供給可能であるとともに系統電
力網Ｅに売電することが可能となっている。
【００１３】
　そして、コントローラＣＬは、いわゆるＨＥＭＳ（Home Energy Management System）
として、邸における電力エネルギの管理を行い、負荷群３における給湯装置３１や空調装
置３２（図２参照）などの運転や、パワーコンディショナＰＣの運転や、買電および売電
の実行などの制御を行う。
【００１４】
　なお、図１ではパワーコンディショナＰＣとして、第１パワーコンディショナＰＣ１と
第２パワーコンディショナＰＣ２とに分けて図示したものを示すが、これらを一体とした
ものを用いてもよい。
  第１パワーコンディショナＰＣ１は、太陽電池パネル１によって発電された直流電力を
交流電力に変換して住宅Ｈの負荷群３に供給する。
  第２パワーコンディショナＰＣ２は、太陽電池パネル１により発電して第１パワーコン
ディショナＰＣ１により交流変換された交流電力および外部の系統電力網Ｅから分電盤２
０を介して住宅Ｈに供給される交流電力を直流電力に変換して蓄電装置２に充電する。
【００１５】
　図１に戻り、これらの住宅Ｈは、それぞれインターネットなどの外部の通信網Ｎを介し
て管理サーバ５に接続され、管理サーバ５との間で、計測値や演算処理結果などのデータ
の送受信や制御信号の送受信などが行われる。
【００１６】
　図２は、実施の形態１の給湯装置制御システムを示すブロック図である。この給湯装置
制御システムは、住宅Ｈのそれぞれに配置される構成と、管理サーバ５に配置される構成
とを有する。
【００１７】
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　まず、制御対象となる住宅Ｈ側の構成について説明する。
  住宅Ｈは、前述したように、太陽電池パネル１と蓄電装置２と負荷群３とコントローラ
ＣＬとを備える。
  太陽電池パネル１は、太陽光を、太陽電池を利用することによって、電力に変換して発
電を行う装置である。この太陽電池パネル１は、太陽光を受けることができる時間帯のみ
電力を供給することが可能である。なお、この住宅Ｈに設置された太陽電池パネル１の発
電電力量の容量などの仕様については、管理サーバ５側の後述する邸情報データベース５
１に記憶されている。
【００１８】
　蓄電装置２の蓄電、放電は、前述の第２パワーコンディショナＰＣ２およびコントロー
ラＣＬにより制御される。例えば、蓄電装置２に、外部の系統電力網Ｅから供給される深
夜電力などの電力価格が安い外部電力や、太陽電池パネル１にて発電された電力を蓄電す
る。この蓄電装置２の蓄電電力の容量や定格出力などの仕様も、管理サーバ５側の後述す
る邸情報データベース５１に記憶されている。
【００１９】
　さらに、住宅Ｈには、計測装置４が設けられている。この計測装置４は、住宅Ｈに設置
された太陽電池パネル１の実際の発電電力量を計測するとともに、住宅Ｈに設置された負
荷群３によって消費された消費電力量を計測する。
【００２０】
　なお、計測装置４による消費電力量の計測は、１秒単位、１分単位、１時間単位などの
任意の時間ごとに積算して行うことができる。そして、計測装置４によって計測された計
測値のデータは、管理サーバ５側の後述する電力履歴データベース５２に記憶される。
【００２１】
　次に、各住宅Ｈと通信網Ｎ（図１参照）を介して接続される管理サーバ５側の構成につ
いて説明する。
  管理サーバ５側は、通信手段としての通信部７１と、各種制御を行う制御部６と、記憶
手段としての邸情報データベース（ＤＢ）５１、電力履歴データベース（ＤＢ）５２、電
力価格データベース（ＤＢ）５３、気象データベース（ＤＢ）５４、運転パターンデータ
ベース（ＤＢ）５５を備える。
【００２２】
　通信部７１は、住宅Ｈから送信されてくる各種設備の仕様、計測値、処理要求などを、
管理サーバ５の制御部６に送る。さらに、通信部７１は、各種データベース５１，５２，
５３，５４，５５に記憶されたデータ、制御部６で行われた演算処理結果、更新プログラ
ムなどを住宅Ｈに向けて送る機能を有している。
【００２３】
　邸情報データベース５１には、各住宅Ｈの邸コード（識別番号）、その邸コードに関連
付けられた住所、建築年、断熱性能、間取り、電気配線、使用部材、太陽電池パネル１、
蓄電装置２、給湯装置３１、空調装置３２などの仕様に関する情報が記憶されている。ま
た、邸情報データベース５１には、住宅Ｈごとに、実際の単位時間ごとの発電電力量が、
気象データ（日射量）に関連付けて記憶されている。例えば、住宅Ｈごとに太陽電池パネ
ル１の設置条件が異なることから、同じ地域で同じ日射量であっても、発電電力量に違い
が生じるため、住宅Ｈごとにそのデータを記憶する。
【００２４】
　電力履歴データベース５２には、各住宅Ｈで計測された単位時間ごとの消費電力量の計
測データ、太陽電池パネル１における発電電力量の単位時間ごとの計測データ、蓄電装置
２における充放電量の計測データが、通信部７１を介して受信されて記憶される。
  なお、この消費電力量のうち、給湯装置３１による消費電力量の実績値を求めて記憶す
る部分が給湯消費電力量算出部５２ａである。
【００２５】
　さらに、これらの各電力量の計測履歴は、上記のように単位時間ごとに記憶されるとと
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もに、曜日など暦および気象データ（日射量、気温）に関連付けして記憶される。なお、
電力履歴データベース５２では、気温などの気象条件に影響を受け易い給湯装置３１など
の給湯負荷および空調装置３２などの空調負荷の消費電力量と、気温などの気象条件に影
響を受け難いその他の負荷の消費電力量とを負荷別にカテゴリー分けして記憶している。
また、発電電力量や充放電量に関しても、気象データ（日射量、気温）と関連付けて記憶
している。
【００２６】
　電力価格データベース５３には、電力会社などが設定する外部の系統電力網Ｅの時刻に
よって変化する電力価格（住人側から見て買電価格）に関する情報が記憶されている。
  例えば、電力価格情報としては、電力価格が切り替わる時刻と、各時間帯の電力価格（
受任側から見て買電価格）が含まれる。さらに、電力価格データベース５３には、太陽電
池パネル１で発電した電力を電力会社などが買い取る価格（住人側から見て売電価格）も
記憶されていてもよい。
【００２７】
　気象データベース５４には、気象庁や気象予報会社などの図示省略のサーバから通信網
Ｎを介して受信した各住宅Ｈが立地する全国各地の気温や日射量などの翌日の気象予報デ
ータが記憶されている。さらに、気象データベース５４には、時々刻々の実際の気象デー
タ、気温、湿度、日照量などの気象データを記憶し、これを過去のデータ（履歴）として
用いる。
【００２８】
　運転パターンデータベース５５には、各住宅Ｈに設置された負荷群３および蓄電装置２
の様々な運転パターンが、気象データに対応付けて記憶されている。
【００２９】
　制御部６は、本実施の形態では、各住宅Ｈにおける電力管理の１つとして、給湯装置３
１の運転スケジュールを設定し、これを住宅ＨのコントローラＣＬに出力する。コントロ
ーラＣＬは、受け取った運転スケジュールに基づいて給湯装置３１の沸き上げ運転の実行
および停止を制御する。
【００３０】
　この制御部６は、消費電力量予測部６１、発電電力量予測部６２、余剰電力量予測部６
３、蓄電池充電可能容量演算部６４、運転計画部６５を備える。
  消費電力量予測部６１は、翌日の住宅Ｈの所定の時間帯ごと（本実施の形態１では１時
間ごと）の消費電力を予測する。この消費電力量予測部６１は、気温などの気象条件に影
響を受け易い空調負荷および給湯負荷の時間帯ごとの消費電力量は、過去の消費電力量の
履歴データと気象データに基づいて予測する。また、気温などの気象条件に影響を受け難
いその他の負荷の時間帯ごとの消費電力量については、過去の履歴データに基づいて予測
する。そして、両消費電力量を合計して、住宅Ｈの時間帯ごとの消費電力を予測する。
【００３１】
　具体的には、空調負荷および給湯負荷の所定時間ごとの消費電力量を予測するにあたっ
ては、気象データベース５４に記憶された気温などの翌日の気象予報データを参照し、過
去の履歴データにおいて参照した気象データに対応する運転パターンデータを参照し、空
調負荷および給湯負荷の時間ごとの消費電力量を予測する。
【００３２】
　その他の負荷の時間ごとの消費電力を予測するにあたっては、電力履歴データベース５
２にカテゴリー分けして記憶された過去の消費電力量の履歴データを参照し、その他の負
荷の時間ごとの消費電力を予測する。そして、気象条件に影響を受ける空調負荷および給
湯負荷の消費電力量の予測値と、その他の負荷の消費電力量とを加算して、住宅Ｈの時間
帯ごとの消費電力量を予測する。
【００３３】
　また、過去の消費電力データとしては、例えば、予測対象日（翌日など）の数日前の消
費電力量や、１～数年前の同季節における時間ごとの消費電力量も参照してもよく、その
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場合、それらの平均値を用いる。さらに、予測対象日が、平日か休日かを区別したり、あ
るいは、住宅Ｈごとの曜日別の消費電力傾向を参照したりするのが好ましい。
【００３４】
　発電電力量予測部６２は、太陽電池パネル１の時間ごとの発電電力量を予測するもので
、例えば、前日に翌日の住宅Ｈの時間帯ごと（本実施の形態１では、１時間ごと）の発電
電力量を予測する。この予測値を、以下、予測発電電力量と称する。
  この太陽電池パネル１の時間帯ごとの予測発電電力量は、気象予報データと、過去の気
象データおよびこれに関連付けられた過去の発電電力量の履歴データとに基づいて行う。
具体的には、過去の気象データ（気象データの実績）と、過去の発電電力量（発電電力量
の実績）との関係に基づく回帰式（例えば、ｙ＝ａｘの切片０回帰式）を用いる。
【００３５】
　すなわち、上記回帰式に、気象予報データを入力して、翌日の時間帯ごとの予測発電電
力量を求める。なお、予測発電電力量は、日照時間帯においてプラスの値となり、日照の
無い夜間は０となる。
【００３６】
　余剰電力量予測部６３は、翌日の時間帯ごとの予測発電電力量から、翌日の時間帯ごと
の予測消費電力量を差し引いて、翌日の時間帯ごとの余剰電力量を演算する。
  蓄電池充電可能容量演算部６４は、蓄電装置２における充電可能容量を演算する。この
充電可能容量の最大値は、満充電量（１００％）から下限残容量（下限値）を差し引いた
値である。
【００３７】
　運転計画部６５は、本実施の形態１では、少なくとも、給湯装置３１の運転スケジュー
ルを作成する。
  この給湯装置３１の運転スケジュールは、基本的は、昼間の余剰電力を用いて沸き上げ
を行い、予測余剰電力量が発生しない場合や、予測余剰電力量が不足する場合は、電力料
金が安価な夜間の系統電力網Ｅの電力を用いて沸き上げを行うように作成する。
【００３８】
　ここで、運転スケジュールの作成は、評価部６５ａによる時間帯毎の評価結果に基づい
て行うもので、この評価とは、沸き上げ運転を行うのに好適な（高評価の）時間帯である
か、不適な（低評価の）時間帯であるかを評価する。また、沸き上げ運転に不適切（低評
価）の時間帯とは、予測余剰電力量が沸き上げ運転に不足しているか、あるいは予測精度
に問題がある時間帯と判定した時間帯である。
【００３９】
　以下に、評価部６５ａによる評価処理の流れを図３のフローチャートに基づいて詳細に
説明する。
  まず、ステップＳ１０１では、閾値を読み込む。
  この閾値は、運転計画部６５において、評価処理と並行して演算する。すなわち、予め
設定された母集団において、予め設定した期間内における時間帯別の過去に沸き上げに使
用した１時間あたりの消費電力量の実績値（これを沸き上げ消費電力量とする）の平均値
に基づいて求める。
【００４０】
　ここで、母集団として、本実施の形態では、評価対象となる住宅Ｈごとの値を用いるも
のとする。また、母集団としては、所定の地域における複数の住宅Ｈのデータを用いても
よく、所定の地域としては、県、郵便番号が共通する地域、省エネ区分が共通する地域等
を用いることができる。あるいは、母集団としては、生活パターン（例えば、昼消費電力
が多い、よる消費電力が多いなど）が共通する住宅Ｈで分けたり、曜日により分けたりし
てもよいし、逆に、データを記録した全ての住宅Ｈを用いたり、曜日などに基づいてして
もよい。さらには、これらを組み合わせた母集団を用いてもよい（例えば、郵便番号が共
通する地域で、生活パターンが共通する複数の住宅Ｈにおいて共通する曜日のデータなど
）。
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【００４１】
　また、設定した期間とは、例えば、数日ごと、１週間ごと、複数週間ごと、あるいは１
か月ごとなどの所定の期間ごととし、その期間の沸き上げに使用した１時間あたりの消費
電力量（沸き上げ消費電力量）を基準としてもよい。
【００４２】
　そして、閾値を求める場合、上述のようにして求めた沸き上げ消費電力量の平均値に、
所定の安全率を乗じて求める。なお、この安全率は、「１」よりも大きな数値（例えば、
１．０１～１．５程度の範囲内の値）を用いるもので、閾値と比較する余剰電力量が、買
電を行うことなく確実に沸き上げを行うことができる電力量であとを判定することができ
る値とする。
【００４３】
　また、安全率を設定するのにあたり、運転スケジュール作成対象の住宅Ｈが属する地域
、曜日、生活パターンを加味して求めてもよい。例えば、生活パターンとしては、夜に消
費電力量が多い第１パターン、昼に消費電力量が多い第２パターン、夜も昼も消費電力量
が多い第３パターンなどにパターン分けする。そして、昼の消費電力量が多い第２、第３
のパターンの場合は、夜に消費電力量が多い第１パターンよりも、余剰電力が不足する傾
向が強いため、第１パターンよりも安全率を大きな値に設定する。
【００４４】
　なお、実施の形態１では、閾値は、沸き上げ消費電力量および安全率を住宅Ｈごとに設
定して閾値を設定するものとするが、例えば、閾値を、地域別に設定してもよい。あるい
は、地域別に沸き上げの消費電力量を求め、邸ごとに独立して安全率を設定し、これを住
宅Ｈごとの閾値とすることもできる。
【００４５】
　閾値を読み込んだステップＳ１０１に続くステップＳ１０２では、過去の時間帯別の余
剰電力量の実績値を算出する。
  ここで、時間別の余剰電力量の実績値は、電力履歴データベース５２の記録に基づいて
、時間別の過去の発電電力量の実績値から、時間別の過去の消費電力量の実績値を差し引
いて求める。
【００４６】
　余剰電力量を算出したステップＳ１０２に続くステップＳ１０３では、過去の時間別の
予測余剰電力量を算出する。
  ここで、過去の時間別の余剰電力量の予測値は、過去の時間別の予測発電電力量から、
過去の時間別の予測消費電力量を差し引いて求める。すなわち、各予測値を電力履歴デー
タベース５２などに記憶しておけば、その予測対象の時間帯を経過してこの時間帯が過去
となった時点で、記憶した値は、それぞれ過去の予測値となる。
【００４７】
　ステップＳ１０４では、ステップＳ１０１で読み込んだ閾値と、ステップＳ１０２で求
めた時間別の余剰電力量の実績値と、ステップＳ１０３で求めた過去の時間別の余剰電力
量の予測値とに基づいて、時間帯ごとに、予測精度および経済性の評価を行う。すなわち
、時間帯ごとに「高評価時間帯」（図４において「○」印の時間帯）と「低評価時間帯」
（図４において「×」印の時間帯）とのいずれであるかを判定する。
【００４８】
　具体的には、各時間帯において、過去の余剰電力量の実績値と過去の予測余剰電力量と
のいずれかが閾値以下であれば、「低評価時間帯」と設定する。
  一方、各時間帯において、過去の余剰電力量の実績値と過去の予測余剰電力量との両方
が閾値よりも大きければ、「高評価時間帯と」設定する。
【００４９】
　すなわち、「低評価時間帯」は、予測精度と経済性とのいずれかあるいは両方が低い時
間帯である。
  つまり、過去の余剰電力量の実績値が閾値以下の場合は、その時間帯では結果的に買電
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を行ったことを意味し、経済的な損失が生じたことになる。したがって、経済性が良好で
はない時間帯であったと判定する。
  また、過去の予測余剰電力量が閾値以下であることは、予測が外れたことを意味する。
つまり、後述するが、余剰電力による沸き上げは、予測余剰電力量が沸き上げに必要な消
費電力量（閾値）よりも大きい場合に実行する。したがって、過去の余剰電力量の実績値
が閾値以下の場合は、実際の余剰電力量が、予測余剰電力量および閾値を下回ったことを
示す。この場合、予測が外れて、予測精度が高いとともに、上記と同様に、買電が必要な
ため、経済的な損失を招き、経済性も低い時間帯であったことを意味する。
【００５０】
　一方、「高評価時間帯」と設定する条件である、過去の余剰電力量の実績値と過去の予
測余剰電力量との両方が閾値よりも大きい場合、少なくとも、沸き上げのために買電を行
う必要が無いため、経済的損失が生じることが無い。
  また、仮に余剰電力量の実績値が、予測余剰電力量を上回ったり、下回ったりして予測
精度が多少低いとしても、余剰電力量の実績値は閾値よりも高く、経済性を悪化させるほ
どの予測精度が悪い訳では無いとみなす。
【００５１】
　図４は、左端が、過去の時間帯毎の余剰電力量の実績値を示している。
  この余剰電力量の実績値および図示を省略した過去の余剰電力量に基づく時間帯ごとの
評価を、その右側に「○」「×」により表示している。
  「○」が「高評価時間帯」と設定した時間帯を示し、「×」が「低評価時間帯」と設定
した時間帯を示す。
【００５２】
　また、評価結果は、所定期間保持する。この保持する所定期間は、例えば、１あるいは
数日や、１あるいは数週間や、１あるいは数カ月、季節、年とすることができる。実施の
形態１では、日照時間など季節的な影響を勘案して、数日～１，２週間程度の範囲保持す
ることとするが、これに限られるものではない。
【００５３】
　運転計画部６５では、上記の評価部６５ａの評価結果と、翌日の予測余剰電力量と閾値
とに基づいて、給湯装置３１の運転スケジュールを設定する。
  この運転スケジュールの設定において、まず、余剰電力を用いて沸き上げ運転を行う時
間帯を設定する。
  この設定では、「高評価時間帯」と設定され、かつ、翌日の予測余剰電力量が閾値以上
となる時間帯を沸き上げ運転を行う時間帯と設定する。
  例えば、図４の○×により示す評価結果が、「高評価時間帯」と設定した９：００～１
６：００の１時間ごとの時間帯であって、各時間帯の翌日の予測余剰電力量が閾値以上の
時間帯を余剰電力を用いて沸き上げ運転を実行する時間として設定する。
【００５４】
　図４では、右端の余剰電力量が翌日の予測余剰電力量を示しており、この９：００～１
６：００の時間帯における予測余剰電力量（５～８の値）が、閾値（例えば、３または４
）を上回り、これら全ての時間帯を沸き上げ運転の実行可能な時間帯とする。
【００５５】
　さらに、給湯装置３１において運転スケジュールの作成対象の住宅Ｈにおける必要な沸
き上げ運転時間を参照し、この９：００～１６：００の時間帯における沸き上げ運転で必
要な沸き上げを行うことができる場合は、早い時間帯から順に連続して沸き上げ運転を実
行する時間帯として設定する。すなわち、天候の変動を考慮して沸き上げ不足が生じない
ように、早い時間帯から沸き上げ運転を実行する時間帯として設定する。
【００５６】
　具体的には、必要な沸き上げ運転時間が、例えば、６時間である場合、図４に示す例に
おいて、９：００～１６：００の全ての時間帯で予測余剰電力量が閾値を上回っていれば
、９：００～１４：００の時間帯を沸き上げ運転を行う時間帯として設定する。
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  一方、十分な予測余剰電力量が得られず、沸き上げ運転時間が不足した場合には、その
不足分を電気料金が安価な夜間（深夜）の時間帯に沸き上げ運転時間を設定する。この場
合、遅い時時間帯から早い側に順に連続して、必要な沸き上げ時間が得られるまで沸き上
げ運転時間帯として設定する。
【００５７】
　(実施の形態の作用)
  次に、実施の形態の作用を説明する。
  住宅Ｈでは、太陽電池パネル１により発電した電力は、コントローラＣＬの制御に基づ
いて、負荷群３により消費され、また、消費されずに余った電力は、蓄電装置２に充電さ
れる。
  そして、太陽電池パネル１による発電電力量や、負荷群３による消費電力量は、計測装
置４により計測され、管理サーバ５に送られ、各データベース５１～５５に記録される。
【００５８】
　また、コントローラＣＬは、負荷群３に含まれる給湯装置３１の沸き上げ運転を、管理
サーバ５の運転計画部６５で作成されて送られる運転スケジュールに基づいて実行する。
  この運転スケジュールは、基本的には、昼間に余剰電力が発生する場合は、この余剰電
力を用いて沸き上げ運転を行い、昼間の余剰電力による沸き上げ運転のみでは沸き上げが
不十分な場合に、夜間などの電気料金が安価な時間帯に沸き上げ運転を行うよう設定され
る。
【００５９】
　この運転スケジュールは、単位時間あたりの沸き上げに必要な消費電力量に基づいて設
定した閾値よりも予測余剰電力量が多い時間帯を沸き上げ運転時間帯（図４において○表
示の時間帯「高評価時間帯」）として設定する。
  また、予測余剰電力量が閾値を上回っても、評価部６５ａにおける評価が「低評価時間
帯」として設定した時間帯（図４において「×」表示の時間帯）は、沸き上げ運転を行わ
ない時間帯として設定する。
【００６０】
　図５は、「高評価時間帯」および「低評価時間帯」の評価と、閾値、予測余剰電力量、
余剰電力量の実績値との関係を説明する説明図である。なお、ここで余剰電力量は、前述
したように、発電電力量から、給湯装置３１を除く負荷群３による消費電力量を減算した
電力量である。
【００６１】
　この図５においてＣａ１に示すように、過去の予測余剰電力量が閾値を下回った時間帯
は、評価部は、「低評価時間帯」と評価し、沸き上げ運転を行わない時間帯に設定する。
すなわち、このように、過去の予測余剰電力量が閾値を下回った時間帯は、仮に、余剰電
力量の実績値が閾値を上回っても、買電が必要となって経済的損失も招くおそれがあると
ともに、予測が外れており予測精度も低いため、「低評価時間帯」に設定する。
【００６２】
　次に、Ｃａ２に示すように、過去の予測余剰電力量が閾値を上回るが、過去の余剰電力
量の実績値が閾値を下回った場合、評価部６５ａは、「低評価時間帯」と評価する。この
場合も、予測が外れており、かつ、実際に買電が必要であり、経済的損失を招いたため、
「低評価時間帯」と評価する。
【００６３】
　一方、Ｃａ３に示すように、過去の余剰電力量の実績値が、閾値および過去の予測余剰
電力量を上回った場合、予測精度の点では劣るが、予測余剰電力量が閾値を上回る点では
予測が当たっており、かつ、買電による経済的損失も生じていないため、「高評価時間帯
」と評価する。
【００６４】
　また、Ｃａ４に示すように、過去の余剰電力量の実績値が閾値を上回る一方、予測余剰
電力量を下回った場合も、予測精度の点では劣るが、予測余剰電力量が閾値を上回る点で
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は予測が当たっており、かつ、買電による経済的損失も生じていないため、「高評価時間
帯」と評価する。
【００６５】
　そこで、運転計画部６５では、上記の評価部６５ａの評価結果と、翌日の予測余剰電力
量と閾値（沸き上げ消費電力量に基づく値）とに基づいて、給湯装置３１の運転スケジュ
ールを設定する。
  この運転スケジュールの設定において、前述したように、余剰電力を用いて沸き上げ運
転を行う時間帯を優先して設定する。
  この場合、「高評価時間帯」において翌日の予測余剰電力量が閾値以上となる時間帯を
沸き上げ運転時間帯と設定する。
【００６６】
　そして、沸き上げ運転時間が不足した場合には、その不足分を夜間などの電気料金が安
価な時間帯に沸き上げ運転時間を設定する。この場合、遅い時時間帯から早い側に順に、
必要な沸き上げ時間が得られるまで沸き上げ運転時間帯として設定する。
【００６７】
　以上のような評価部６５ａによる評価に基づいて、余剰電力による沸き上げ運転を行う
時間帯を設定するため、沸き上げ運転を行う時間帯において、買電が生じにくく、予測精
度および経済性を高めることができる。
  また、余剰電力による沸き上げ運転のみでは、十分な沸き上げを行うことができないと
予測した場合には、前もって夜間の安価な電力を用いて沸き上げ運転を行う時間帯を設定
する。
  したがって、経済性を確保しつつ、十分な沸き上げを行うことができる。
  このように、本実施の形態１の給湯装置制御システムでは、余剰電力量の予測精度の向
上を図り、経済性に優れた運転スケジュールを設定可能である。
【００６８】
　（実施の形態１の効果）
  以下に、本実施の形態１の給湯装置制御システムの効果を列挙する。
  １）実施の形態１の給湯装置制御システムは、
電力を使用して貯湯可能な給湯装置３１を含む負荷群３と、
太陽光を電力に変換して発電を行う太陽電池パネル１と、
負荷群３の消費電力量および太陽電池パネル１の発電電力量の計測を行う計測装置４と、
給湯装置３１における過去の消費電力量に基づいて、単位時間あたりの沸き上げに用いる
消費電力量である沸き上げ消費電力量の実績値を求める給湯消費電力量算出部５２ａと、
負荷群３の単位時間ごとの予測消費電力量を、過去の消費電力量に基づいて求める消費電
力量予測部６１と、
太陽電池パネル１の単位時間ごとの予測発電電力量を、気象予報データと、過去の発電電
力量データおよび気象実績データとに基づいて求める発電電力量予測部６２と、
予測発電電力量と予測消費電力量とから予測余剰発電電力量を求める余剰電力量予測部６
３と、
過去の沸き上げ消費電力量と過去の予測余剰電力量との比較と、過去の沸き上げ消費電力
量と過去の余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較に基づいて、過去の
時間帯別の予測精度および経済性の評価を行う評価部６５ａと、
評価部６５ａの評価結果と予測余剰電力量と沸き上げ消費電力量とに基づいて、給湯装置
３１の運転スケジュールを設定する運転スケジュール設定部としての運転計画部６５と、
を備える。
  したがって、過去の予測精度および経済性の評価を行うことなく、単に、沸き上げ消費
電力量と予測余剰電力量との比較のみにより沸き上げ運転の運転スケジュールを設定する
ものと比較して、予測精度および経済性を向上可能である。
  これにより、実際の余剰電力量が不足して買電を行うことが生じることを抑制し、経済
性に優れた運転スケジュールを設定可能となる。
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【００６９】
　２）実施の形態１の給湯装置制御システムは、
運転計画部６５は、予測余剰電力量が、沸き上げ消費電力量を上回る時間帯であって、評
価部６５ａによる評価が高評価である時間帯に沸き上げ運転を行うように運転スケジュー
ルを設定する。
  したがって、給湯装置３１の沸き上げ運転を行う際に、余剰電力量の不足が生じにくく
、経済性に優れるとともに、予測精度も高くなる。
【００７０】
　３）実施の形態１の給湯装置制御システムは、
運転計画部６５は、予測余剰電力量による沸き上げ運転を行う時間が不足する場合は、電
気料金が相対的に安価な夜間の時間帯に外部の系統電力網Ｅの電力を用いて沸き上げ運転
を行うよう運転スケジュールを設定する。
  したがって、経済性を確保しつつ、確実に必要な沸き上げ運転を行うことができる。
【００７１】
　４）実施の形態１の給湯装置制御システムは、
評価部６５ａは、沸き上げ消費電力量に基づく閾値が設定され、
余剰電力量の実績値が閾値以上の時間帯を高評価時間帯とする一方、余剰電力量の実績値
が閾値未満の時間帯を低評価時間帯とする。
  したがって、余剰電力量の実績値が閾値未満である場合は、電力量が不足して買電が必
要となり、経済的に好ましくない。このように、経済性を評価することができる。
【００７２】
　５）実施の形態１の給湯装置制御方法は、
評価部６５ａは、沸き上げ消費電力量に基づく閾値が設定され、
評価部６５ａは、過去の予測余剰電力量が閾値以上の時間帯を高評価時間帯とする一方、
過去の予測余剰電力量が閾値未満の時間帯を低評価時間帯とする。
  したがって、過去の予測余剰電力量に基づいて、予測性を評価することができる。
【００７３】
　６）実施の形態１の給湯装置制御方法は、
発電電力量予測部６２は、太陽電池パネル１の単位時間ごとの発電電力量の実績値と、過
去の気象データとの関係に基づく回帰式を有し、この回帰式に前記気象予報データを入力
して前記単位時間ごとの予測発電電力量を求める。
  したがって、単純かつ高精度で発電電力量を求めることができる。
【００７４】
　７）実施の形態１の給湯装置制御方法は、
電力を使用して貯湯可能な給湯装置３１を含む負荷群３と、
太陽光を電力に変換して発電を行う太陽電池パネル１と、
負荷群３の消費電力量および太陽電池パネル１の発電電力量の計測を行う計測装置４と、
を備えた住宅Ｈにおける給湯装置制御方法であって、
給湯装置３１における過去の消費電力量に基づいて、単位時間あたりの沸き上げに用いる
消費電力量である沸き上げ消費電力量の実績値を求め、
負荷群３の単位時間ごとの消費電力量を、過去の消費電力量に基づいて予測し、
太陽電池パネル１の単位時間ごとの発電電力量を、気象予報データと、過去の発電電力量
データおよび気象実績データとに基づいて予測し、
過去の沸き上げ消費電力量と過去の予測余剰電力量との比較と、過去の沸き上げ消費電力
量と過去の余剰電力量の実績値との比較と、の少なくとも一方の比較に基づいて、過去の
時間帯別の予測精度および経済性の評価を行い、
この評価結果と予測余剰電力量と沸き上げ消費電力量とに基づいて、前記給湯装置の運転
スケジュールを設定する給湯装置制御方法とした。
  したがって、過去の予測精度および経済性の評価を行うことなく、単に、沸き上げ消費
電力量と予測余剰電力量との比較のみにより沸き上げ運転の運転スケジュールを設定する
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  これにより、実際の余剰電力量が不足して買電を行うことが生じることを抑制し、経済
性に優れた運転スケジュールを設定可能となる。
【００７５】
　以上、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は、この
実施の形態に限らず、本発明の要旨を逸脱しない程度の設計的変更は、本発明に含まれる
。
【００７６】
　例えば、実施の形態では、建物として住宅を例に挙げたが、給湯装置および電力負荷を
備える建物であれば、住宅以外の建物にも適用することができる。また、実施の形態では
、蓄電装置を備えた住宅を示したが、蓄電装置を有しない建物にも本発明を適用可能であ
る。
【００７７】
　また、実施の形態では、運転計画部などを管理サーバに設けた例を示したが、これに限
定されず、各住宅などの建物において個別にデータを蓄積および予測して発明を実施する
場合には、各住宅などの建物のコントローラにおいて運転計画を作成するようにしてもよ
い。
【００７８】
　また、実施の形態では、評価部は、低評価時間帯と高評価時間帯との２通りの評価を行
うものを示したが、これに限定されず、３以上の複数段階の評価を行い、評価の高い時間
帯から沸き上げ運転を行うようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７９】
１     太陽電池パネル（太陽光発電装置）
３     負荷群（電力負荷）
４     計測装置
５     管理サーバ
６     制御部
３１   給湯装置
５２   電力履歴データベース
５２ａ 給湯消費電力量算出部
５４   気象データベース
６１   消費電力量予測部
６２   発電電力量予測部
６３   余剰電力量予測部
６５   運転計画部（運転スケジュール設定部）
６５ａ 評価部
ＣＬ   コントローラ
Ｅ     系統電力網
Ｈ１，・・・，ＨＸ   住宅
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